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年
金
の
請
求

　

す
べ
て
の
年
金
は
、
受
け
ら
れ

る
資
格
が
あ
っ
て
も
本
人
の
請
求

手
続
き
が
な
け
れ
ば
受
給
で
き
ま

せ
ん
。
加
入
し
て
い
た
年
金
制
度

に
よ
っ
て
請
求
先
が
異
な
り
ま
す

（
左
表
参
照
）。

老
齢
基
礎
年
金

▼
受
給
要
件　

老
齢
基
礎
年
金
は

次
の
①
〜
⑤
の
期
間
の
合
計
が
原

則
と
し
て
25
年
以
上
あ
る
人
が
、

65
歳
に
達
し
た
日
の
翌
月
分
か
ら

受
給　

①
国
民
年
金
保
険
料
納
付

済
期
間
②
国
民
年
金
保
険
料
免
除

期
間（
一
部
免
除
の
場
合
は
免
除

さ
れ
な
か
っ
た
額
を
納
付
し
た
期

間
）、
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
、

学
生
納
付
特
例
期
間
③
厚
生
年
金

や
共
済
組
合
の
加
入
期
間
④
第
３

号
被
保
険
者
期
間
⑤
合
算
対
象
期

間（
カ
ラ
期
間
）　

※
合
算
対
象
期

間（
カ
ラ
期
間
）と
は
、
昭
和
36
年

４
月
か
ら
同
61
年
３
月
ま
で
に
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
加
入
者
の
配

偶
者
で
、
本
人
が
ど
の
年
金
制
度

に
も
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間

や
、
昭
和
36
年
４
月
か
ら
平
成
３

年
３
月
ま
で
に
学
生
だ
っ
た
期
間

な
ど
、
任
意
加
入
で
き
る
期
間
に

任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
な
ど

で
す
。　

▼
年
金
額（
平
成
22
年

度
）　

20
〜
60
歳
の
加
入
可
能
年

数
の
す
べ
て
が
保
険
料
納
付
済
期

間
の
場
合
／
79
万
２
、１
０
０
円

（
満
額
）　

※
免
除
・
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
期
間
や
未
納
期
間

が
あ
る
と
減
額
さ
れ
ま
す
。
付
加

保
険
料（
月
額
４
０
０
円
）を
納

め
て
い
た
場
合
は
、 「
納
め
た
月

数
×
２
０
０
円
」が
加
算
さ
れ
ま

す
。　

▼
支
給
月　

偶
数
月　

▼

請
求
方
法　

国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
期
間
だ
け
の
人
は
65
歳
に

な
っ
て
か
ら
次
の
①
〜
⑥
を
用
意

し
て
請
求　

①
年
金
手
帳
ま
た
は

基
礎
年
金
番
号
通
知
書（
本
人
・

配
偶
者
）②
配
偶
者
の
年
金
証
書

（
す
で
に
年
金
を
受
給
し
て
い
る

場
合
）③
印
鑑
④
預（
貯
）金
通
帳

⑤
住
民
票（
世
帯
全
員
分
で
本

籍
・
続
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）⑥
戸
籍
謄（
抄
）本
か
住
民
票

コ
ー
ド　

※
個
人
に
よ
り
そ
の
ほ

か
に
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

（

０
５
７
０-
05-
１
１
６
５)

、

大
宮
年
金
事
務
所（

６
５
２-

４

７
２
５
）、
保
険
年
金
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た
人

は
、
60
歳
以
上
65
歳
未
満
に
繰
り

上
げ（
減
額
）請
求
、
ま
た
は
66
歳

以
降
の
繰
り
下
げ（
増
額
）請
求
が

今月の納税

○市・県　民　税……2期
○国民健康保険税……2期
○介 護 保 険 料……2期
○後期高齢者医療保険料……2期

8月31日㈫まで
●納税は便利な口座振り替えで

加
入
し
て
い
た
年
金
制
度

請
求
先

•
国
民
年
金（
第
１
号
被
保
険
者
期
間
だ
け
）

保
険
年
金
課（
市
役

所
１
階
９
番
窓
口
）

•
国
民
年
金（
第
３
号
被
保
険
者
期
間
の
あ
る
人
）

•
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
の
あ
る
人

•
厚
生
年
金
だ
け

年
金
事
務
所

•
共
済
組
合
だ
け

各
共
済
組
合

•
国
民
年
金
と
共
済
組
合
の
加
入
期
間
の
あ
る
人

•
厚
生
年
金
と
共
済
組
合
の
加
入
期
間
の
あ
る
人

• 

厚
生
年
金
と
国
民
年
金
と
共
済
組
合
の
加
入
期

間
の
あ
る
人

年
金
事
務
所
と

各
共
済
組
合

９
月
か
ら
約
１
年
間

　

根
金
小
橋
の
架
け
替
え
工
事
の

た
め
、県
道
上
尾
久
喜
線
の
一
部

は
工
事
期
間
中
終
日
通
行
で
き
ま

せ
ん
。

▼
工
事
期
間　

９
月
１
日（
水
）〜

平
成
23
年
８
月
下
旬　

▼
工
事
個

所　

根
金
小
橋（
南
埼
玉
郡
白
岡

町
下
大
崎
）　

▼
迂う

回か
い

路　

自
動

車
／
国
道
１
２
２
号
・
白
岡
町
道

篠
津
柴
山
線
を
利
用
す
る
な
ど
他

路
線
へ
迂
回（
左
図
参
照
）　

自
転

車
・
歩
行
者
／
根
金
小
橋
下
流
側

に
あ
る
仮
設
歩
道
橋
で
迂
回

　

⇩
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
道
路

施
設
公
園
担
当（

０
４
８
０-

34

-

２
１
２
０
・

０
４
８
０-

36-

１
４
４
２
）

県
道
上
尾
久
喜
線
の
一
部
通
行
止
め

さいたま市 さいたま市

隼人堀川

上尾市

久喜市

県道
上尾
久喜
線元荒川

白岡町
道篠津

柴山線

白岡町
道篠津

柴山線122

87

87

3
国
道
1
２
２
号 県

道
さ
い
た
ま
栗
橋
線

根金小橋

根金橋

根金

柴山沼

白岡工業団地
入口

工事個所

↓

→

↓

↓

Ｎ
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市
の
各
施
設
の

臨
時
休
館
と
移
動
執
務

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

館
内
消
毒
の
た
め
、
８
月
９
日

（
月
）・
10
日（
火
）は
臨
時
休
館
し

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
は
市
役
所
議
会
棟
４
階
理

事
者
控
室（

７
７
５-

５
１
１
１

内
線
３
７
５
）で
移
動
執
務
を
行

い
ま
す
。　

　

⇩
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー（

７
７
５-

０
８
６
６
・

７
７
５-

０
８
６
８
）、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（

７
７
５-

０
８
０
０
・

７
７

６-

４
６
０
０
）

●
イ
コ
ス
上
尾

　

施
設
設
備
点
検
の
た
め
、
８
月

16
日（
月
）は
臨
時
休
館
し
ま
す
。

　

⇩
イ
コ
ス
上
尾（

７
７
２-
１

６
１
１
・

７
７
２-

１
６
１
４
）

●
文
化
セ
ン
タ
ー

　

館
内
電
気
設
備
保
守
点
検
の
た

め
、
８
月
12
日（
木
）･

13
日（
金
）

は
臨
時
休
館
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
上
尾
公
民
館
は
、
12
日
は
市
役

所
６
階
６
０
２
会
議
室（

７
７

５-

５
１
１
１
内
線
６
０
２
）で
、

13
日
は
市
役
所
7
階
７
０
１
会
議

室（

７
７
５-

５
１
１
１
内
線
７

０
１
）で
移
動
執
務
を
行
い
ま
す
。

　

⇩
文
化
セ
ン
タ
ー（

７
７
４

-

２
９
５
１
・

７
７
４-

２
９
５

５
）、
上
尾
公
民
館（

７
７
５-

０

１
８
５
・

７
７
６-

７
３
６
６
）

で
き
ま
す
。
繰
り
上
げ
請
求
す
る

と
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
は
で
き

ま
せ
ん
。

※
65
歳
よ
り
前
に
厚
生
年
金
を
受

給
し
て
い
る
人
は
、
65
歳
の
誕
生

月
に
簡
易
申
請
書
が
郵
送
さ
れ
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
日

本
年
金
機
構
へ
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
、
住
民
票
や
戸
籍
謄

（
抄
）本
な
ど
は
不
要
で
す
。

　

⇩
保
険
年
金
課（

７
７
５-
５

１
３
７
・

７
７
５-

９
８
２
７
）

10
月
1
日
に
平
成
22
年

国
勢
調
査
を
行
い
ま
す

　

国
勢
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
て
い
る
最
も
基
本
的

で
大
規
模
な
統
計
調
査
で
す
。
１

９
２
０（
大
正
９
）年
の
第
1
回
調

査
以
来
５
年
ご
と
に
実
施
し
て
い

ま
す
。
全
国
、
都
道
府
県
、
市
区

町
村
の
人
口
や
世
帯
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
、
各
種
行
政
施
策
を
進

め
る
た
め
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま

す
。

　

国
勢
調
査
は
日
本
に
住
ん
で
い

る
す
べ
て
の
人
が
対
象
で
す
。
９

月
下
旬
か
ら
10
月
上
旬
に
か
け

て
、
国
勢
調
査
員
が
皆
さ
ん
の
お

宅
へ
伺
い
ま
す
。
国
勢
調
査
員
を

は
じ
め
と
す
る
調
査
関
係
者
に
は

守
秘
義
務
が
あ
り
、
調
査
内
容
の

秘
密
は
保
護
さ
れ
ま
す
。

　

⇩
庶
務
課（

７
７
５-

４
９
８

９
・

７
７
５-

９
８
１
９
）

●
原
市
公
民
館

　

館
内
消
毒
の
た
め
、
８
月
14
日

（
土
）・
15
日（
日
）は
臨
時
休
館
し

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
公
民
館
図
書

室
も
休
館
し
ま
す
の
で
、
本
の
返

却
は
ブ
ッ
ク
ポ
ス
ト
へ
お
願
い
し

ま
す
。

　

⇩
原
市
公
民
館（

７
２
１-

４

９
４
８
・

７
２
１-

４
９
４
６
）

●
上
平
公
民
館

　

館
内
消
毒
の
た
め
、
８
月
14
日

（
土
）・
15
日（
日
）は
臨
時
休
館
し

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
公
民
館
図
書

室
も
休
館
し
ま
す
。
ブ
ッ
ク
ポ
ス

ト
へ
の
本
の
返
却
も
で
き
ま
せ

ん
。

　

⇩
上
平
公
民
館（

７
７
５-

９

３
０
８
・

７
７
０-

１
１
０
２
）

●
大
谷
公
民
館

　

館
内
消
毒
の
た
め
、
８
月
14
日

（
土
）・
15
日（
日
）は
臨
時
休
館
し

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
公
民
館
図
書

室
も
休
館
し
ま
す
の
で
、
本
の
返

却
は
ブ
ッ
ク
ポ
ス
ト
へ
お
願
い
し

ま
す
。

　

⇩
大
谷
公
民
館（

７
８
１-

０

８
９
２
・

７
８
０-

１
１
１
３
）

８
月
か
ら
父
子
家
庭
に
も

児
童
扶
養
手
当
を
支
給

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る
子
ど

も
を
育
成
し
て
い
る
家
庭
の
生
活

の
安
定
と
自
立
を
助
け
、
子
ど

も
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
制

度
で
す
。
こ
の
た
び
法
が
改
正
さ

れ
、
８
月
１
日（
日
）か
ら
父
子
家

庭
に
も
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
11
月
30
日（
火
）ま

で
に
申
請
す
れ
ば
、
７
月
31
日
以

前
か
ら
対
象
に
な
っ
て
い
る
人
は

８
月
分
か
ら
、
８
月
１
日
以
後
に

対
象
に
な
っ
た
人
は
該
当
し
た
翌

月
分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す（
所
得
制
限
、
公
的

年
金
の
受
給
制
限
な
ど
が
あ
り
ま

す
）。

▼
対
象　

お
お
む
ね
次
の
①
〜
⑥

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
18
歳
の

誕
生
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合

は
20
歳
未
満
ま
で
）の
子
ど
も
を

監
督
・
保
護
し
、
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
る
父　

①
父
母
が
離
婚
し

た
②
母
が
死
亡
し
た
③
母
が
重
度

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
④
母
に
1

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
⑤
母
が

法
令
に
よ
り
1
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る
⑥
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
出

産
し
た　

※
父
ま
た
は
子
ど
も
が

日
本
国
外
に
住
ん
で
い
る
場
合
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。　

▼
支
給

額　

上
表
の
と
お
り（
月
額
）　

▼

支
給
月　

年
３
回　

①
12
月
／
８

〜
11
月
分
②
４
月
／
12
〜
３
月
分

③
８
月
／
４
〜
７
月
分　

▼
申
請

方
法　

申
請
者
本
人
が
直
接
子
ど

も
家
庭
課（
市
役
所
２
階
⑤
番
窓

口
）へ　

※
必
要
書
類
は
申
請
者

の
状
況
で
異
な
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
子
ど
も
家
庭
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

⇩
子
ど
も
家
庭
課（

７
７
５-

５
１
２
０
・

７
７
４-

５
３
４
２
）

県
立
塙
保
己
一
学
園

教
育
相
談
会
・
ア
イ
チ
ャ
レ

ン
ジ
、
学
校
公
開

●
教
育
相
談
会･

ア
イ
チ
ャ
レ
ン
ジ

▼
と
き･

と
こ
ろ　

①
８
月
21
日

（
土
）午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分･

越
谷
市
教
育
セ
ン
タ
ー（
越

谷
市
増
林
３-

４-

１)

②
８
月
22

日（
日
）午
前
10
時
〜
正
午･

久
喜

市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
久
喜（
久

喜
市
青
毛
７
５
３-

１
）③
９
月
11

日（
土
）午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分･

熊
谷
市
文
化
創
造
館
さ
く
ら

め
い
と（
熊
谷
市
拾
六
間
１
１
１-

１
）　

▼
申
し
込
み　

①
②
／
８

月
９
日（
月
）ま
で
に
電
話
で　

③

／
８
月
30
日（
月
）ま
で
に
電
話
で

児童数 全部支給 一部支給

１人 4万1,720円  4万1,710～9,850円 

２人 4万6,720円
（4万1,710～

9,850円)
+5,000円

３人
以上 1人に3,000円を加算


